
(事業所の名称毎)

第 3条  名,れ、及び所在地は、次のとお りとする。

1 名称 ひだまり調剤薬局

2 所在地 松山市高岡町 028番 地 1

3 連絡先 TDL:089963‐871l FA【 0899638712

指定居宅療養管理指導事業者 運営規定

ひだまり調剤薬局 平成 20年 5月 作成

令和 2年 4月 改定

令和 6年 4月 改定

(事 労tの 目的 )

第 二条

I ひだまり調剤薬乃 (指定居宅サービス■業者)が 行 う居宅療姿T理指導またな介額予防居宅療養仕雲指導

(以 下、「居宅療養Ⅲ理指導←」という。)の 業務の適正な運音を確保するために人員および任理運歯に関

する事項を定め、
'^す

介護状態または妄支援状態にあり、主治の医師筆が交付 した処方隻に必づき薬剤師の

訪問を必要と認めた和!用者に対し、ひだまり調剤案局の薬剤師が適にな居宅療楽管理指導争を提供するこ

とを目的とする。

2 和1用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、そのなす

る能力に応 じ白立した口常生活を営むことができるよう、担当する薬沖1師は通院困難な和〕用者に対 してそ

の居宅を訪間 し その心身の状況、殴かれている環境毎を把握 し、それ らを踏まえて療とヽ上の管理及び指

単を行 うことにより、療養生活の質の向上を図る。

(運 営の方針 )

第 2条

1 要介。授者芸たは要支援者 (〉メ下、「利用者」という)の 意思および人格を尊重し、常に和!用 者の立場に立っ

たサービスの提供に努める。

2 地域との結びつき結びつきを重視 し 市町村、居宅療楽支援事業者、他の居住サービス蓄業者その他の保

健 医療、福祉を提供する者との密接な連税に努める。

3 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。

保F央薬局であること。

・ 在宅患者筋閣案剤筆理指導の届け出を行つていること。

・ 麻英小売来者としての許可を取得 していること。

・ 和!用者に関して秘とが保持てき、利用者やその家族 逆携する他殿,F者 と相談するスペースを英局内に

確保 していること。仁 し、他の業務 との策用を可とする。

居宅,案 養な理指革等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

(従業者の穀種、員数)

第 4条

1 従業者について

‐居宅療養笹理指導常に従事する薬沖!師 を配燈する。
‐従事する薬剤師は保F)(薬剤師の整録を行 う,

従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指尊毎を行 う和十用者数および保 F交爽局の通常業務年を約案 した必

要数とする。

2 笹理者について

‐常勤の管理者 1名 を配置する。但 し、業務に支障がない限 り、ひてまり調剤案局の管理者との策務を可と

する。

(職務の内容 )

第 5条

1 薬剤師の命 う居宅療養管理指導年の提供に当たってほ 医師および歯科医師の交付する処方寝の指示に

基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および′い身の状況を把握 し、継統的な薬学的士理指導を行 う。ま

た、医薬品が要介護者のADし やQOし に及ばしている影響を確認し適切な対応を図るなど 居宅におけ

る国常生活の白立に資するよう妥当適切にイiう 。

2 訪問年により行つた居宅療養仕理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医毎及び必要
に応じ介護支援専門員 他のチービス事業者に報告する。

(営 業田および皆来時間)

第 6条

1 原則 として、営業口および告業時間イよ保険薬局として辞可された営業日、営菜Hキ 問とする。に し、国民の

祝奈 日、年末年始を除く。

2 通常 月曜日から全磁 国の年前 9:OO～ 年後 18:Oo、 土曜 国の年前 9:OO～ 13:00と する。

3 利用者に1よ 、営業時 F・1外 の連絡先も提示する.

(通 常の事,【 の実施地域 )

第 7条

1 通常の実施地域は、松山市の区域とする。

(指 定居宅療養管理指導の内容 )

第 8条

1 薬剤師の行 う居宅療楽管理指導年の主な内谷は、次の通 りとする。

・ 処方隻による調剤 (悪者の状態に合わせた調剤上の工夫)

薬剤服用歴の管理

案剤等の居宅への配送

‐居宅における茶剤の保缶・ 管理に関する指導

虐待の防止のための対策を検討する委員会 (テ レビ電話装置年を活用して行 うことができるものとする。)

を定期的に開催するととヽに、その結果について。従業者に十分周知する。

虐待の防止のための指針を整備する。

従来者に対し、た待の防止のるの研修 (外部研修の活用も下能とする。)を定期的に実施する。

H~三 号に場げる措置を適切に実施するための担当者を醗く。

(担当者 :DIサポー ト株式会社 河野覚治郎 )

事業者イよ、ナービス提供中に、従来者又は養護者 (和 I用者の家族常利用者を現に養護する者)に よる唐待

を受けたと思われる和∫用者を力見 した場合は、速や力単ここれを市町村に通報する。

(柴務継統計画の

'鷲

定に関する事項)

第 14条

1 事業者は、感染症ゃ非常災,の発生時において 業務を経続的に実施、再開するための計L呵 (以下「業務

継続計画Jと いう)を 策定し、当該業務継統計画に従い必要な措置を離する。

2 事業者は 従業者に対 し、業務継統計画についてF.9知 するとともに、必要な研修及び勘縦を定期的に実施

する。

0 事業者イよ 定期的に業務継統計画の見直じを行い、必要に応 して業務経統計凸寸の′た更をイ,う 。

(そ の他運営に関する重要事項 )

第 15条

1 ひだまり調沖1薬局は、社会的使命を十分認,載 し、従笑者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設

け、また質の保証ができうる業務態舛を整備する。

2 従菜者は 業務上知り得た和1用者またはその家族の秘密を保持する。

9 従業者であった者に、,(務 上知り得た利用者またはその家族のμ密を保持 させるため、従来をでなくなつ

た後1とおいてもこれ らの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約 とする。

4 サービス担当者会議等において、利用者の個人構観を用いる場合は和∫用者の同意を 家族の個人構報を用

いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。

5 この規定に定める事項の他、ヽ雹:督 に関する重要■項は、ひだまり調剤薬局と}芙所の住理者との協議に
'ぅ

■

づいて定めるものとする。

使用薬剤の有効性に関するモニタリング

薬剤の重複投与、相互作用与の回避

苗1作用の早朗)を 見、未然防止と適切な処騒

ADL、 QOL年 に及ぼす使用薬剤の影響確認

使用薬剤、用と 用馘争に関する医師等への助言

麻薬製剤の選択および,藍 痛管理とその評価

病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導

在宅医療機器、用具、材料年の供給

患者の住環境等を術生的に保つための指導、助言

在宅介額用品、福祉機器与の供給、相談応帝

その他の、必要事項 (不 要薬アFl等 の廃,(処 理、廃莱にr史]す る指導等 )

(和〕用料とその他のlt月 の額)

第 9条

1 利用料については 介護報酬の告示上の額とする。

2 利用料については 居宅療養奮理指導費等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及

び費用について文苔で説明 し、同意を得ることとする。

(緊 急時年における対応方法 )

第 10条

1 居宅療養咎理指導☆写を実施中に、利用者の病状に急′文その他緊急よ態が生した場合には、速や力Jこ 主治

医毎に逆籍する.

(苦情処理)

第 ■ 条

1 居宅療楽任理指導年に関わる苦府が生じた場合 ,よ 、迅速かつ適切に対応するために受付窓口を設置し 書

構内容の記録など必要な措置を離する。

(11故発生時の対応 )

第 12条

1 居宅うγ養笹理指導及び介護予防居宅療獲咎理指導の

“

業者は 利用をに対する指定居宅療養管理指導及

び介護予防居宅療養管理指導の提供によりよ故が発生した場合イよ、市町村、当該利用者の家族 当該和よ用

者に係る地域包括支援センター、居宅介額支援事美者,に連絡を行 うと共に、必要な措置を離ずる。

2 賠償すべき,数 が発生 した場合は搬奮賠償を速やかに行 う。

(虐 待の防止のための措置に関するよ項 )

第 13条

1 事業所は、店待の発生又はその再発を防止するため、次の猪霞を講ずる

本規定な令和 6年 4月 1口 より施行する。


